


東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所の事故から11年以

上が経過しました。被災地は、日々復興・再生に向けた動きが進んでお

ります。一方で、放射性物質に関して不安に感じる方もいらっしゃい

ます。消費者庁は地方公共団体を支援して、住民が消費する食品中の

放射性物質を消費サイドで検査し、安全性を確かめる取組を進めて

います。また、消費者の皆様が、測定結果や現在の食品の安全性を正

確に理解し、行動していただけるよう、消費者と専門家が共に参加し

て意見交換するシンポジウムなどを各地で開催しています。

この冊子は、食品等の安全性や放射性物質に関して、消費者の皆様

が疑問や不安に思われることを、Q＆Aによって分かりやすく説明す

るよう努めました。理解の深まりや疑問の解消のお役に立てれば幸い

です。
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食品と放射能Q&A
加工した食品に、基準値はどのように適用
されるのですか。調理に使う「木炭」や
「薪」には、基準値があるのですか。

問6

製造、加工食品は、最終製品だけでなく、原材料においても一般食品の基準値が
適用されます。
※ 現行の基準値は、食品衛生法に基づく食品の成分規格として定めるものであり、これに適合しない食品を製

造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売することはできません。したがって、基準値を超過する食品を原料とし
て使用することも禁止されます。

乾燥きのこ類など、原材料を乾燥させ、水戻しを行ってから食べる食品につい
ては、原材料である生（乾燥前）の状態と、乾燥品から水戻しして食べる状態で、一
般食品の基準値100Bq（ベクレル）/kgを適用します。

のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品
は、原材料の状態と製造、加工された状態（乾燥した状態）それぞれで一般食品の
基準値100Bq/kgを適用します。

濃縮スープ、濃縮たれ、濃縮つゆなどの濃縮食品は、使用方法も様々であること
から、原則として、製品状態で一般食品の基準値100Bq/kgを適用します。

食品の調理などの際に使用される木炭や薪などについては、これまでの研究か
ら、放射性セシウムの大部分は食品に移行せず、約９割が燃焼灰※にとどまること
が分かっています。そのため、木炭や薪が燃えた後の燃焼灰が、一般廃棄物の基準
値8,000Bq/kg以下となるように、灰になる割合から逆算して、木炭280Bq/kg、薪
40Bq/kgという当面の指標値を定め管理しています。
※実証試験により、木炭１kgを燃焼させると30g、薪１kgを燃焼させると５gの燃焼灰が発生します。
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地域
放射性セシウム
（mSv/年）

放射性カリウム
（mSv/年）

H23年
９～11月

H24年
２～３月

H24年
９～10月

H26年
２～３月

H26年
９～10月

H28年
２～３月

H28年
９～10月

H23年
９～11月

H24年
２～３月

H24年
９～10月

北海道 － 0.0009 0.0010 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 － 0.157 0.152
岩手県 － 0.0094 0.0040 0.0017 0.0011 0.0010 0.0010 － 0.202 0.218
宮城県 0.018 － 0.0057 0.0012 0.0013 0.0008 0.0010 0.21 － 0.198
福島県（浜通り） － 0.0063 0.0018 0.0019 0.0022 0.0009 0.0011 － 0.186 0.198
福島県（中通り） 0.019 0.0066 0.0038 0.0019 0.0016 0.0010 0.0012 0.19 0.189 0.196
福島県（会津） － 0.0039 0.0038 0.0017 0.0011 0.0010 0.0009 － 0.179 0.203
栃木県 － 0.0090 0.0032 0.0013 0.0012 0.0011 0.0014 － 0.180 0.205
茨城県 － 0.0044 0.0035 0.0012 0.0012 0.0008 0.0011 － 0.194 0.209
埼玉県 － 0.0039 0.0024 0.0009 0.0014 0.0007 0.0009 － 0.175 0.181
東京都 0.002 － 0.0022 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.18 － 0.188
神奈川県 － 0.0033 0.0021 0.0011 0.0013 0.0008 0.0010 － 0.156 0.174
新潟県 － 0.0023 0.0017 0.0008 0.0010 0.0007 0.0008 － 0.167 0.189
大阪府 － 0.0016 0.0012 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 － 0.160 0.154
高知県 － 0.0012 0.0013 0.0009 0.0007 0.0006 0.0007 － 0.177 0.139
長崎県 － － 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 － － 0.141

地域
放射性セシウム
（mSv/年）

H29年
２～３月

H29年
９～10月

H30年
２～３月

H30年
９～10月

H31年
２～３月

R １年
９～10月

R２年
２～３月

R２年
9～10月

R３年
２～３月

北海道 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006

岩手県 0.0008 0.0011 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 0.0006 0.0009 0.0006

宮城県 0.0009 0.0008 0.0011 0.0008 0.0006 0.0007 0.0010 0.0009 0.0008

福島県（浜通り） 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0007

福島県（中通り） 0.0010 0.0008 0.0011 0.0011 0.0010 0.0008 0.0008 0.0010 0.0009

福島県（会津） 0.0009 0.0009 0.0007 0.0010 0.0008 0.0007 0.0009 0.0008 0.0007

栃木県 0.0010 0.0007 0.0008 0.0010 0.0008 0.0010 0.0014 0.0007 0.0007

茨城県 0.0008 0.0007 0.0009 0.0007 0.0005 0.0008 0.0006 0.0008 0.0007

埼玉県 0.0009 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.0009 0.0008 0.0007 0.0007

東京都 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

神奈川県 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0006

新潟県 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0006

大阪府 0.0007 0.0006 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 0.0007 0.0005

高知県 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0008 0.0006 0.0005 0.0006

長崎県 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0005

〈表1 MB 試料による放射性セシウム及び放射性カリウムの推定年間放射線量〉

※Bq からSv への換算には、ICRP Publication 72 の成人の預託実効線量係数（Sv/Bq）を用いた。

■食品中の放射性物質から受ける放射線量

食品と放射能Q&A
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MB試料から検出された濃度

調
査
時
期

地域 放射性ストロン
チウム（Bq/kg）

放射性セシウム
（Bq/kg）

H
24
年

2
〜
3
月

福島県（浜通り）
福島県（浜通り）
福島県（中通り）
福島県（会津）
栃木
茨城
神奈川

0.033
0.023
0.021
0.016
0.020
0.039
0.026

4.6
1.5
5.4
1.0
0.59
0.74
1.2

9
〜
10
月

宮城県
宮城県
宮城県
埼玉県
埼玉県
神奈川県
新潟県
大阪府

0.024
0.018
0.045
0.051
0.053
0.12
0.046
0.042

0.53
0.86
0.51
0.55
0.57
1.7
0.67
0.55

H
25
年

2
〜
3
月

岩手県
宮城県
福島県（浜通り）
福島県（中通り）
福島県（中通り）
福島県（会津）
茨城県
東京都

0.067
0.087
0.033
0.040
0.033
0.036
0.027
0.039

1.4
0.69
9.3
0.51
5.2
4.5
0.58
0.50

９
〜
10
月

岩手県
岩手県
宮城県
福島県（浜通り）
福島県（中通り）
福島県（中通り）
茨城県

0.11
0.026
0.030
0.065
0.067
0.058
0.023

2.3
0.53
0.61
0.87
0.90
1.3
0.61

H
26
年

２
〜
３
月

福島県（浜通り）
福島県（中通り）
福島県（会津）

0.025
0.054
0.066

0.52
1.7
0.52

９
〜
10
月

岩手県
福島県（浜通り）
福島県（中通り）
東京都

0.046
0.060
0.027
0.026

0.80
0.76
0.63
0.50

H
27
年

２
〜
３
月

福島県（浜通り）
福島県（中通り）

0.024
0.029

0.62
0.58

９
〜
10
月

福島県（中通り）
埼玉県

0.050
0.035

1.0
0.56

MB試料から検出された濃度

調
査
時
期

地域 放射性ストロン
チウム（Bq/kg）

放射性セシウム
（Bq/kg）

H
28
年

２
〜
３
月

対象なし ― ―

９
〜
10
月

福島県(中通り) 0.064 0.54

H
29
年

２
〜
３
月

対象なし ― ―

９
〜
10
月

対象なし ― ―

H
30
年

２
〜
３
月

対象なし ― ―

９
〜
10
月

対象なし ― ―

H
31
年

２
〜
３
月

対象なし ― ―

R
１
年

９
〜
10
月

対象なし ― ―

R
２
年

２
〜
３
月

対象なし ― ―

９
〜
10
月

対象なし ― ―

R
3
年

２
〜
３
月

対象なし ― ―

■食品中の放射性物質濃度

食品と放射能Q&A

陰膳試料から検出された濃度

地域 放射性ストロン
チウム（Bq/kg）

放射性セシウム
（Bq/kg）

北海道 0.018 ―
北海道 0.016 ―
北海道 0.017 0.032
北海道 0.017 0.025
北海道 0.014 0.042
岩手県 0.018 0.48
岩手県 0.013 0.36
岩手県 0.016 0.45
岩手県 0.012 0.41
岩手県 0.017 0.046
福島県 0.024 0.062
福島県 0.014 0.079
福島県 0.024 0.099
福島県 0.012 0.28
栃木県 0.017 0.36
栃木県 0.017 0.41
新潟県 0.012 0.16
新潟県 0.018 0.021
茨城県 0.015 0.53
茨城県 0.012 0.25
茨城県 0.0081 0.17
茨城県 0.017 0.37
茨城県 0.016 0.49
茨城県 0.016 0.63
埼玉県 0.012 0.026
埼玉県 0.013 0.055
埼玉県 0.018 0.16
埼玉県 0.019 0.15
埼玉県 0.023 0.22
埼玉県 0.016 0.10
大阪府 0.012 ―
大阪府 0.016 ―
大阪府 0.019 ―
高知県 0.014 ―
高知県 0.023 0.020
高知県 0.022 0.030
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【調査の目的】
「風評被害に関する消費者意識の実態調査」では確認しきれない、被災県産の食品の購買行動とその理由、放射

性物質に関する理解の度合い等を調査し、今後のリスクコミュニケーションを始めとする各般の風評被害対
策及び消費者理解の増進に関する取組に役立てることを目的とする。

【実施概要】
（1）実施期間 ： 令和２年１月
（2）調査対象 ： 全国47都道府県

  各都道府県100人（20 ～ 60代（５区分）の男女（２区分）各区分10人）
     （全回答者数4,700人）

（3）主な調査項目 ： 消費者の
・ 食品選択の実態
・ 放射線に関する意識
・ 放射線に関する知識
・ 食品安全に対する考え方 等

福島県産の食品５種類（米、野菜類、果実類、魚介類、牛肉）の購入状況について、その理由を尋ねた。

２．放射性物質をテーマとした食品安全に関するインターネット意識調査
令和2年１月に、全国47都道府県に居住する消費者を対象とした調査を実施し、4,700人から回答を頂いてい

ます。令和２年３月10日に公表した調査結果の一部を御紹介します。

Q                福島県産の食品を購入している理由
福島県産の食品（米、野菜類、果実類、魚介類、牛肉）を購入していると回答した人にその理由を聞いたところ、米につ

いては、「おいしいから」、「安全性を理解しているから」、「福島県や福島県の生産者を応援したいから」と回答した人
は３割でした（図１）。

図１ 福島県産の米を購入している理由

①おいしいから

②昔から購入していたから

③値段が安いから

④よく見掛けるから

⑤福島県や福島県の生産者を応援したいから

⑥基準値を超えない食品を生産するように取り組んでいるから

⑦放射性物質の検査がされているから

⑧検査結果が問題ないから

⑨基準値を超えたものは出荷制限されているから

⑩放射性物質を気にしていないから

⑪安全性を理解しているから

⑫好みのブランドや産地があるから

⑬産地を気にしていないから

⑭なんとなく

⑮その他

付録 食品中の放射性物質等に関する意識調査（抜粋）
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1. 関係省庁等

○首相官邸 これまでの「東日本大震災関連」ページ(東電福島原発事故）
https://www.kantei.go.jp/saigai/genpatsu_houshanou_archive.html

○原子力災害対策本部 食品中の放射性物質に関する｢検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方｣の改正（令和４年３月30日改正）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24849.html

○内閣官房 「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」（平成23年12月22日）
https://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/twg/111222a.pdf

○食品安全委員会
（電話番号：03-6234-1166（代表）） 

食品中の放射性物質に関する情報
https://www.fsc.go.jp/sonota/radio_hyoka.html

食品の安全性に関する用語集
https://www.fsc.go.jp/yougoshu.html

意見交換等
https://www.fsc.go.jp/koukan/

○厚生労働省
（電話番号：03-5253-1111（代表））

東日本大震災関連情報
・食品中の放射性物質  https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html
・水道水中の放射性物質の検査について  https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/suidou.html

・食品中の放射性物質の新たな基準値
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leafl et_120329.pdf
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leafl et_120329_d.pdf（ダイジェスト版）

・「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分
規格等に関する省令別表の二の（一）の（1）の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性
物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

（平成24年３月15日食安発0315第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長）
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/tuuchi_120316.pdf

・「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」（平成24年７月５日厚
生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・監視安全課長通知）
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/120412_2.pdf

平成24年２月24日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛
生分科会放射性物質対策部会合同会議 資料一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023pe7.html

地方自治体における検査計画について（農畜水産物等の放射性物質検査について）
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000043041.html

別紙「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018ndf-att/2r98520000024of2.pdf

食品の安全に関するリスクコミュニケーション(H29 ～意見交換会開催状況)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/riskcom/iken/index.html

参考URL
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○農林水産省
（電話番号：03-3502-8111（代表））

東日本大震災に関する情報
https://www.maff .go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html
農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果
https://www.maff .go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_chosa/index.html
東京電力福島第一原子力発電所事故による水産物への影響と対応について
https://www.jfa.maff .go.jp/j/koho/saigai/index.htm
畜産物中の放射性物質の検査結果
https://www.maff .go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_kensa/index.html

「よくあるご質問と回答」
https://www.maff .go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_seisan.html

水産物についてのご質問と回答（放射性物質調査）～令和２年５月２７日更新～
https://www.jfa.maff .go.jp/j/kakou/Q_A/index.html

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について（更新日：平成24年３月29日）
https://www.maff .go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html

消費者との意見交換会
https://www.maff .go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/index.html

◯経済産業省
（電話番号：03-3501-1511（代表））

ALPS処理水の処分
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/alps.html

◯環境省
（電話番号：03-3581-3351（代表））

放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
https://www.env.go.jp/chemi/rhm/basic_data.html

除染情報サイト
http://josen.env.go.jp/

環境再生プラザ
http://josen.env.go.jp/plaza/

○復興庁
（電話番号：03-6328-1111（代表））

放射線リスクに関する基礎的情報
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20140603102608.html
原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20131121192410.html 
風評の払拭に向けて
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/fuhyou/pamphlet/latest/
huhyou-higai-husshoku_J.pdf
放射線のホント
https://www.fukko-pr.reconstruction.go.jp/2017/senryaku/pdf/0313houshasen_no_honto.pdf

◯消費者庁
（電話番号：03-3507-8800（代表））

東日本大震災関連情報「食品と放射能に関する消費者理解増進の取組
https://www.caa.go.jp/disaster/earthquake/understanding_food_and_radiation/ 

食品の検査結果や出荷制限に関する情報
https://www.caa.go.jp/disaster/earthquake/inspection_results/

食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

食品安全総合情報サイト
https://www.food-safety.caa.go.jp/

出版物パンフレット等
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/

消費サイドでの放射性物質検査体制の整備について
https://www.caa.go.jp/disaster/earthquake/measuring_instrument/result_001/




